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＜指数について＞ 

「Bloomberg®」およびブルームバーグ日本株高配当 50 指数は、Bloomberg Finance L.P.

および、同インデックスの管理者である Bloomberg Index Services Limited（以下

「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマー

クであり、大和アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許

諾されています。ブルームバーグは大和アセットマネジメント株式会社とは提携しておら

ず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルーム

バーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または

完全性についても保証しません。 

 

＜追加的記載事項＞ 

基準価額の動きに関する留意点 

当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させ

ることを目的として運用を行ないます。ただし、主として次の理由から、基準価額の動き

が指数と完全に一致するものではありません。 

(a)指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れない場合があること 

(b)運用管理費用（信託報酬）、売買委託手数料等の費用負担 

(c)株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する株価の不一致 

(d)指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致 

(e)株価指数先物取引と指数の動きの不一致（株価指数先物取引を利用した場合） 

(f)株式および株価指数先物取引（株価指数先物取引を利用した場合）の最低取引単位の影

響 

(g)株式および株価指数先物取引（株価指数先物取引を利用した場合）の流動性低下時にお

ける売買対応の影響 

(h)指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響 

(i)追加設定時、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生する

こと 

※2025 年 4 月現在、ブルームバーグ日本株高配当 50 指数の先物取引は導入されておりま

せん。同指数以外の指数先物取引を利用することがあります。 

 

 

 

 



＜投資リスク＞ 

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。した

がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財

産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なり

ます。 

基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 

  

■株価の変動（価格変動リスク・信用リスク） 

■その他 

  

※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 

※設定・交換のお申込みにあたって、くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投

資リスク」をご覧ください。 

※くわしくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねくださ

い。 

 

ETF に係る費用（金融商品取引所を通して ETF に投資するお客さまの場合）※2025 年 4

月現在 

直接的にご負担いただく費用 

売買時手数料 

販売会社が独自に定めるものとします。 

 

【信託財産で間接的にご負担いただく費用】 

運用管理費用（信託報酬） 

毎日、次のイ．の額にロ．の額を加算して得た額 

イ．信託財産の純資産総額に年率 0.275％（税抜 0.25％）を乗じて得た額 

ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 55％（税抜 50％）の率を乗じて得

た額 

 

その他の費用・手数料 

●有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報

酬等を信託財産でご負担いただきます。 

●受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料（商標使用料）ならびにこれ

らにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことがで

きます。 



※商標使用料は信託財産の純資産総額に年率 0.0253％（税抜 0.023％）以内を乗じて得た

額（ただし、年間 106 万円を下回る場合は 106 万円）となります。 

※上場にかかる費用は以下となります。 

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大 0.00825％（税抜 0.0075％） 

・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新

規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対し

て、0.00825％（税抜 0.0075％） 

※売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動す

るため、事前に料率、上※限額等を示すことができません。 

※売買時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。 

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれま

す。 

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することがで

きません。 


